
その他の商業－その他における起因物なしを起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017

年

発生

月

時間 死傷災害発生事例
年

齢

労

働

者

規

模

1
9～

10

社内のウェアをセットする作業所でウェア袋（スキーウェア10着～12着入）を台

車に積み上げて移動する際に、足に痛みを感じ、同じ作業を継続して出来なくなっ

た。

68

30

～

49

3 10~11
事務所フロア内にて、床に落ちていたユニフォームの管理テープを拾おうと屈んだ

際、腰に痛みが生じた。
24

30

～

49

3 16~17
作業場の出庫でピンA20の数を数えて袋づめしてパレットに入れている時、右腕の

右下腹をねじり痛くなり、結果肋骨にヒビが入った。
72

10

～

29

5
23～

24

寮生へ、居室エアコンフィルターの清掃、および清掃チェックシート提出の依頼を

していた際、チェックシート未提出の寮生Aが寮事務所前を通過したため、被災者

は寮生Aに声掛けをした。 寮生Aは返事をしたが、被災者は聞き取ることが出来

ず、再度呼び止めたところ、寮生Aより暴行を受けた。

65

30

～

49

6
18～

19

お客様宅にて約2時間正座で商談を行った後、立ち上がろうとした際に足が痺れて

いたため、バランスを崩し転倒し、左足の先を捻った。
51

10

～

29

6
15～

16

営業所までお客様の送迎を行う際に、お客様の荷物の積み降ろし作業を日頃から

行っており、1日に20回～30回ピストンで送迎や荷物の積み降ろしを行っていたた

め、肩の筋肉が損傷し、以前から痛めていて蓄積された傷が、ここ最近貨物車の内

装（床）を改装したために荷物を持ち上げる回数が増え、肩・肘・腰に負担がかか

66

100

～

299



り、肩に異常な衝撃が加わり、内筋が断裂し激痛がはしった。

7 11~12
両替釣り銭が入ったカバンを持ちながら、車に乗り込もうとした際、バランスを崩

し右膝に激痛が走り、動けなくなった。
46

1～

9

7 0～1
搬送業務の研修を行っているときに、寝台車のストレッチャーの使用方法を誤り、

腰に過度の負荷がかかってしまい、腰を痛めた。
52

10

～

29

9
10～

11

店舗内の階段で、商品を運びながら移動している際、足元がよく見えない状態とい

うこともあり、左足をひねり負傷した。 左足首の靭帯損傷及び左足踵打撲と診断

された。

35

10

～

29

9 8～9
納配業務の為、短時間に多数の重量物の出荷準備中、荷物を持った際に腰に負担が

かかり、負傷した。
60

1～

9

10
14～

15

営業先に於いて、商品を持って車から降りようとしたところ、ステップを踏み外し

て右足首を痛め、その際、バランスを崩して倒れそうになったため、体をかばおう

として左肘をついたところ骨折となったもの。

37

10

～

29

10
14～

15

下処理室で、調理台の掃除をしている際床を掃除していた別の従業員が開けた、グ

リストラップに気付かずグリストラップに右足から落ち、右足首を靱帯損傷した。
63

1～

9

11
19～

20

ホテル宴会場にて発生した。 宴会を盛り上げようとした催しの最中、年1回の社員

旅行は社員が一同に集まる場であり、会社から幹事に行き先・催し等を決めてもら

い行っている。 また幹事に関しては、会社が事務方に依頼している。 今回の幹事

は被災労働者と他1名を選んだ。 担当した被災労働者は去年より場を盛り上げよう

として、競争を取り入れたパンの早食いに参加し、パンで喉を詰まらせた。 他の

従業員がトイレでホテル従業員に心臓マッサージ等蘇生行為を行われている被災労

働者を発見し、病院に搬送するが意識がない状態、また脳にも呼吸が出来なくて起

きた損傷がある。 手術によって取り付けられた心肺機により現状維持していた

が、その後、死亡した。

66

10

～

29

客先で11?の水を運んだり、客先の水のサーバーを店に持ち帰りメンテナンス作業

をして、再び届けたり、業務用の重いマット交換を行ったり、日々の蓄積で、腰へ 100



12 14~15 の負荷がかかっていった。 以前に腰部脊椎管狭窄症で手術をしたが、当該業務が

起因して、再び腰部脊椎管狭窄症の手術をしたあと、隣接傷害を起こしたものであ

る。

59 ～

299

12 14~15
会社の社内で、年末の大掃除中に、本棚を清掃中に本を手で寄せたときに、左手首

を痛めた。
35

1～

9

12 15~16

勤務先マンションの共用部分にて、6機あるエレベーターのレール（下部の溝）の

拭き掃除を、腰をかがめた体勢で行った。 汚れが酷かったため、数日間に及んで

拭き掃除を行ったことが原因で、腰痛を発症した。 後日、腰椎を圧迫骨折してい

たことが判明した。

66

100

～

299

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html
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